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1 .1  生駒市水道事業ビ ジョ ン策定の趣旨 

 

生駒市の水道は、 昭和６ 年 4 月に給水を開始し て以降、 大規模な宅地開発事業等による

急激な人口の増加、 市民の生活向上によ る 水需要の増加に対応でき るよ う 水道施設の拡張

事業を行っ てき まし た。  

し かし 、平成 2 5 年度を ピーク に人口が減少に転じ 、節水機器の普及も あわせて今後は水

需要の減少による給水収益の減少がさ ら に進むこ と が見込まれます。  

また、 昭和 4 0 年代後半から 平成初期にかけての大規模開発で整備さ れた多く の水道施

設や水道管が今後大量に更新の時期を 迎えるこ と や、 地震等の災害から 水道施設を 守るた

めの耐震化対策など投資的経費の増加が見込まれ、 水道事業を 取り 巻く 環境は一層厳し さ

を 増し 、 より 効率的、 安定的な経営が求めら れていると こ ろ です。  

 

厚生労働省では、全国的な人口減少に伴う 給水人口や給水量の減少、東日本大震災の経験

を 踏まえた危機管理の見直し など、 水道事業を取り 巻く 環境の大き な変化に対応するため、

平成 2 5 年３ 月に「 水道ビジョ ン 」 を 改定し 、「 新水道ビジョ ン 」 が策定さ れまし た。  

また、奈良県では平成 3 1 年 3 月に県域水道一体化を 目標と し た「 新県域水道ビジョ ン」

が策定さ れまし た。  

 

こ う し たなか、生駒市では、平成 2 2 年５ 月に策定し た「 生駒市水道ビジョ ン」を 改定し 、

厚生労働省及び奈良県の方針を踏まえ、「 安全」、「 強靭」、「 持続」 を 基本目標にし た「 生駒

市水道事業ビジョ ン」 を策定し まし た。  

あわせて、「 生駒市水道事業ビジョ ン」 では、 5 0 年後、 1 0 0 年後を 見据え、 将来にわた

っ て安定的に事業を継続し ていく ための「 経営戦略」 の考え方を 踏まえた具体的な施策を示

し ています。  

 

  

第 1 章 生駒市水道事業ビジョ ン 策定の概要 
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1 .2  将来の事業環境 

 

1 .2 .1  給水人口と 水需要の減少 

将来の給水人口は「 新県域水道ビジョ ン」 の推計人口を基にし 、 目標年度 2 0 3 0 年度に

おける給水人口を 1 1 0 ,6 8 7 人と 推計し まし た。 また、 給水人口の減少により 配水量も 減

少傾向が続き 、 目標年度の年間総配水量は 1 1 ,4 4 5 ,0 0 0 ㎥と 推計し まし た。  

 

1 .2 .2  給水収益の見込み 

配水量の減少に伴い、 給水収益の基と なる有収水量も 減少する見込みです。 また、 水道料

金を 据え置いた場合、 給水収益も 2 0 1 9 年度と 比較し て 2 0 3 0 年度では約 1 .3 億円の減

収と なる 見込みです。  

2 ,2 7 7 ,4 4 6 千円2 ,5 8 9 ,9 9 7 千円 2 ,1 4 6 ,1 5 4 千円

1 2 ,4 5 3 ,7 0 0 ㎥ 1 1 ,6 7 9 ,8 7 1 ㎥ 1 1 ,0 4 5 ,0 0 0 ㎥

給水収益

有収水量

(▲7 7 3 ,8 2 9 ㎥) (▲6 3 4 ,8 7 1 ㎥)

(▲3 1 2 ,5 5 1 千円) (▲1 3 1 ,2 9 2 千円)

見込

2 0 0 8 年度 2 0 1 9 年度 2 0 3 0 年度
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1 .2 .3  更新需要の増大 

高度成長期に布設さ れた水道管の老朽化など、 水道施設の経年化が進んでおり 、 今後、更

新需要が急増する見込みです。そのため、アセッ ト マネジメ ント の導入や投資を 平準化し 、

更新財源や体制の確保が必要です。  

 

 

 

1 .2 .4  組織体制 

平成 2 2 年度の職員定数適正化計画に基づき 、 業務の見直し 再編・ 整理・ 統廃合・ 民間委

託の推進などの積極的な業務改善により 、 職員数は平成 2 1 年度の 4 3 名から 段階的に減

少し 、 平成 3 0 年度には 3 2 名と なっ ています。 また、 平均経験年数が、 平成 2 1 年度から

平成 3 0 年度までの 1 0 年間で 1 4 年から 6 年と 大幅に短く なっ ています。  

今後は、 事業運営に必要な知識や技術を継承するための工夫が必要になっ てき ます。

管路延長（ 布設年度別）      （ 平成 3 1 年 3 月 3 1 日 現在）  
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1 .2 .5  県域水道一体化への推進に向けて 

県内水道事業者においても 、 今後、 厳し く なる経営環境や限ら れた資源の中、 効率的で持

続可能な水道事業経営が求めら れています。 奈良県では、 その課題を解決するには、市町村

の水道事業者が単独で対応するこ と に限界があり 、 広域連携などにより 課題解決を 図る必

要がある と 考え、県及び市町村の広域連携実現に向け、平成 2 9 年 1 0 月に県域水道一体化

構想を発表し まし た。  

現在の予定では、 県及び市町村で協議、 検討を 重ね、 令和 6 年度に企業団を 設立し 、 そ

の後、 段階的に市町村浄水場を廃止し 、 統合時点で 1 8 ある浄水場を将来には 7 浄水場に

集約し ていき ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県域水道一体化構想 

出典： 第 1 回水道サミ ッ ト （ 令和 2 年 8 月 1 9 日）、 新県域水道ビジョ ン（ 奈良県） 抜粋 
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1 .3  生駒市水道事業ビ ジョ ンの位置付けと 計画期間 

 

1 .3 .1  位置付け  

「 生駒市水道事業ビジョ ン 」 は、 水道事業を 取巻く 環境や国、 県の動向を踏まえ、 本市水

道事業が長期的に目指す姿（ 理想像） やそれを 達成するための目標を 明示すると と も に、今

後 1 0 年間で実施し ていく 具体的な方策を 定めています。  

なお、 平成 2 2 年度策定「 生駒市水道ビ ジョ ン」 の目標は「 安心」、「 安定」、「 持続」、「 環

境」 でし たが、 今回の「 生駒市水道事業ビジョ ン」 では「 安全」、「 強靭」、「 持続」 の３ つを

基本目標と し ています。また、「 生駒市水道事業ビジョ ン」 策定にあたり「 生駒市総合計画」

（ 生駒市）、「 新水道ビ ジョ ン」（ 厚生労働省）、「 新県域水道ビジョ ン」（ 奈良県） と の整合性

を 図り ます。  

 

 

 

 

1 .3 .2  計画期間 

こ の水道事業ビジョ ンの計画期間は、 令和 3 （ 2 0 2 1 ） 年度から 令和 1 2 （ 2 0 3 0 ） 年度

までの 1 0 年間と し ます。  

 

                                        

計画の位置付け 
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2 .1  水道事業の沿革 

 

本市水道事業は、 昭和 5 年 3 月に事業認可を 受け、 昭和 6 年 4 月より 給水を 開始し ま

し た。 その後は水道水の需要の増加に対応し て、 こ れまで 5 次に及ぶ拡張事業を実施し て

います。  

第 4 次拡張事業（ 昭和 5 6 年度認可） 及び第 5 次拡張事業（ 昭和 6 3 年度認可） では、

計画一日最大給水量を 6 2 ,0 0 0 m 3 /日と 推計し てき まし た。し かし その後、給水人口や給水

量の実績が推計値を下回る状況であっ たため、 平成 1 8 年度に第 5 次拡張事業（ 第 1 回変

更） の変更認可を 行いまし た。 その後、 給水区域の拡張や水需給の見直し などで、 2 度にわ

たる軽微な変更を 経て、 現在の計画値は計画給水人口 1 2 2 ,0 0 0 人、 計画一日最大給水量

を 4 5 ,0 0 0  m 3 /日と し ています。  

 

 

 

  

第２ 章 生駒市水道事業の概要  

水道事業の沿革 
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2 .2  水道施設の概要 

 

生駒市は、生駒山地と 矢田丘陵に挟まれた南北に長く 、起伏に富んだ地勢であるため多く

の水道施設を 保有し ています。 令和元年度末現在、 水源は地下水（ 深井戸） の 2 1 施設、 浄

水場は山崎浄水場、 真弓浄水場の 2 施設、 配水池（ 場）・ 中継所は 2 4 施設、 管路の総延長

は約 6 7 4 km と なっ ています。  

また、 各浄水場で浄水処理し た自己水以外に奈良県営水道において表流水（ 吉野川、 宇陀

川） を浄水処理し た水を受水し ています。  

  

主な水道施設配置 
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3 .1  現状評価と 課題の抽出 

 

「 生駒市水道事業ビジョ ン 」 を 策定するにあたり 、水道事業の現状評価と 課題の抽出につ

いては、「 生駒市水道ビジョ ンの内部評価」、「 水道事業に関するアンケート 調査」、「 水道事

業ガイ ド ラ イ ンに基づく 業務指標（ PI）」 を 参照し まし た。  

 

3 .2  生駒市水道ビ ジョ ンの内部評価 

 

 生駒市水道ビジョ ンは、 5 0 年先の水道事業を 見通し た事業の将来像を 示し 、 平成 2 1 年

度から 平成 3 0 年度までの 1 0 年間で行う べき 方策を 定めた計画と し て、 平成 2 2 年度に

策定し まし た。  

 こ の「 生駒市水道ビジョ ン 」 では、「 夢と 希望へつながる  いこ まの水道」 を 将来像と し 、

「 安心」、「 安定」、「 持続」、「 環境」 の 4 つの目標と 具体的な施策を 示し 、 事業運営を 展開

し てき まし た。 また、 各年度においては、 進行管理を 行い、 達成すべき 施策を どのよう に実

行し たか検証し 、 または、 進捗状況により 、 実行するための方策について検討を 行い事業を

進めてき まし た。  

こ の計画期間の 1 0 年間で、 施策をどのよう に実施し てき たかを 振り 返り 成果を確認す

る と と も に、 次期ビジョ ン につないでいく ための課題を 抽出する ために内部評価を 行いま

し た。  

 

3 .2 .1  内部評価の概要 

水道ビジョ ンの具体的な施策の目標である 5 8 項目（ 環境の内２ 項目については市環境

部門の担当と なっ たため評価の対象外） について評価をし まし た。 施策の実施において、ア

セッ ト マネジメ ント 導入によ る事業の見直し や、検討の結果、保留と なっ た事業があっ たも

のの「 安心」、「 安定」、「 持続」、「 環境」 の４ つの目標すべて「 Ｂ ： 予定どおり の成果が得ら

れた」 と いう 結果になり まし た。  

し かし その一方で、 今回の評価において、 大規模災害への対応、 水道技術の向上、 経営の

維持等様々な課題が示さ れまし た。  

今後は、 水需要の減少による給水収益の減少、 水道技術者の減少、 施設の更新時期の到来

による更新費用の増大など、さ ら に厳し く なる状況を 分析し 、課題の解決に向けて一層の取

り 組みが必要です。  

  

第３ 章 生駒市水道事業の現状と 課題  
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3 .2 .2  主な成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 安心】  

膜ろ 過施設（ 山崎浄水場） の導入や残留塩素濃度の低減化、 また、 貯水槽水道管理の

指導等、 安心し て飲める水道水の供給に努めまし た。  

【 安定】  

拠点施設と なる浄水場や配水池（ 場） の耐震化、 管路の耐震管への更新等を 順次実

施し まし た。 また、 非常時に備えた緊急用給水設備の設置や、 近隣事業体と 相互融

通協定を 締結し 、 相互応援体制の充実を図り まし た。  

【 持続】  

2 度にわたる水道料金の値下げを 行いまし た。 また、 滝寺送水ルート 変更、 小瀬送

水ルート 変更や谷田浄水場廃止等水道システムの再編成を 行い、 大幅な経費の削減

に努めまし た。 その他、 アセッ ト マネジメ ント を導入し 施設の更新時期などの見直

し を 行いまし た。  

【 環境】  

奈良県営水道平群調整池から の受水圧を 利用し 、 山崎浄水場内に小水力発電施設を

設置し 、 再生可能エネルギーの利用による CO 2 削減を 図り まし た。  
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3 .3  水道事業に関する アン ケート 調査 

 

3 .3 .1  アンケート 調査の概要 

水道事業に対する 利用者の意識やニーズを 把握、 分析する こ と により 今後の事業の運営

に役立てるため、 令和元年 1 1 月に市内在住の 1 8 歳以上を対象にアン ケート を実施し ま

し た。 配布数 2 ,5 0 0 件に対し 返送数 1 ,0 8 1 件と なり 、 回収率は 4 3 .2 ％でし た。  

 

3 .3 .2  アンケート 調査結果の概要 

 

【 水道水の味】  

平成 2 0 年度調査時と 比較し て、 水道水を「 おいし い」、「 まあおいし い」 と 感じ る人が

約１ 割増加し まし た。（ 2 5 .7 % →3 5 .5 ％）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 水道料金】  

平成 2 1 年度と 平成 2 5 年度の 2 回、 水道料金の値下げを 行っ たにも かかわら ず、「 料

金が高い」と 感じ る人が平成 2 0 年度の調査より 約１ 割増加し まし た。（ 4 3 .3 % →5 5 .2 ％） 

 

 

 

 

 

 

【 広報】  

水道事業に関する情報を「 得ていない」 と 回答し た人が半数にのぼり 、 特に、 1 0 ～2 0

歳代では８ 割以上でし た。  

 

 

【 要因】  

【 要因】  

桜井浄水場（ 奈良県水道局） の処理方法の変更により 、 平成 2 1 年 7 月から 高度処

理水を受水するこ と になっ たこ と や、 奈良県水道局に残留塩素濃度の低減化を 働き

かけたこ と 、 イ ベント での利き 水体験など水のＰ Ｒ を 行っ た効果などが挙げら れま

す。  

転入前の居住地の水道料金が安価であっ たこ と や、 上水道料金と 下水道料金を 合わ

せて請求し ているこ と 、 2 ヶ 月分単位の料金体系であるこ と などが挙げら れます。  
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【 水道事業の取組み】  

施設・ 管路の更新や耐震化について、 今回の調査では約 3 割の人が「 水道料金が上が

っ ても でき るだけ早く し てほし い」 と 回答し ており 、 その割合は平成 2 0 年度調査から

1 0 倍以上増加し まし た。  

 

 

 

 

 

 

【 災害等への備え】  

飲料水の備蓄について、「 備蓄し ている」 と 回答し た人は約 6 割でし た。 また、「 備蓄

し ている」 と 回答し た人の約４ 割が十分な量を 備蓄できていないと いう 結果でし た。  

 

 

 

 

 

 

【 節水の状況】  

節水意識について、「 いつも 」 あるいは「 と き どき 」 心掛けている 回答し た人は約 8 割

でし たが、 平成 2 0 年度調査より 約 1 割の減少が見ら れまし た。  

 

 

 

 

 

 

  

【 要因】  

水が出ない、 濁っ ているなどの場合を 除いて積極的に情報を得る必要がないため、 水

道事業に対する関心の薄さ がう かがえます。  

【 要因】  

近年発生し た地震等の大規模災害により 、 危機意識が高まっ たこ と で強靭な水道が望

まれるよ う になっ たと 考えら れます。  

【 要因】  

必要な備蓄量や備蓄の方法について、 周知が十分さ れていないこ と が考えら れます。  

【 要因】  

大滝ダムの完成により 、 渇水の心配が概ね解消さ れたこ と が一因であると 考えら れま

す。  
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3 .4  現状評価と 課題の整理 

 

厚生労働省「 新水道ビジョ ン」 を踏まえ、 水道事業の現状評価と 課題の整理について「 安

全な水の保証」、「 危機管理への対応の徹底」、「 水道サービスの持続性の確保」 と いう 3 つ

の観点から 行いまし た。  

 

3 .4 .1  ・ ・ ・ 安全な水の供給は保証さ れているか 

 

本市水道事業は、 市内 2 1 箇所の井戸から の水を 2 箇所の浄水場で処理をし た水だけで

は、 一日に使う 水の量には足り ないため、 奈良県営水道から 購入し た水を合わせて、各家庭

へお届けし ています。  

こ こ では「 安全な水の供給は保証さ れているか」 の観点から 、 各家庭に安全な水を 供給す

る ための水質管理体制と 、 安全な水を 飲んでも ら う ための直結給水方式の拡充や貯水槽水

道の指導について整理し まし た。  

 

（ 1 ） 水質管理体制 

本市水道事業では、「 水安全計画」 に基づき 、 水源から 給水栓に至るまでに存在する危害

を 抽出・ 特定し 、 それら を 継続的に監視・ 制御するこ と により 、 常に安全な水の供給に努め

ています。  

例えば、 原水から 浄水過程における水質管理や各配水区における給水管末（ 8 箇所） の水

質管理を 計画的に実施し ています。 そのう ち 3 箇所は、 色度・ 濁度・ 残留塩素を 2 4 時間

連続監視し ています。  

また、 山崎浄水場では、 平成 2 3 年度に膜ろ 過施設を 導入し 、 令和元年度には真弓浄水場

に凝集沈殿設備を 設置し まし た。  

その他、 奈良県水道局への働き かけにより 、 残留塩素濃度の低減化が図ら れまし た。  

 

 

 

 

水道事業ガイ ド ラ イ ン（ JW W A Q 100） に基づく 業務指標 

番号 業務指標[単位] 同規模水道事業

体平均( H29 値)

望まし い

方向

原水水質監視度（ 項目）

原水水質 監視 項目数

給水栓水質検査（ 毎日） 箇所密度（ 箇所/100  km 2）

給水栓水 質検 査（ 毎日 ） 採 水箇所数 /( 現在給 水面 積) × 100

A201 66 79

A202 23. 5 30. 0

R元年度
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問 今後、優先的に実施すべき と 思われる取り 組みは何ですか。上位３ つに〇をつけてく だ

さ い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年度アンケート 調査より  

「 ①安定し た水の供給」 が一番望まれている。  

優先的に実施すべき 事業について 優先的に実施すべき 事業について  

課題 

◆常に安全な水質を 確保するため、 水質検査の徹底や水質監視の効率化を 図る必要があ

り ます。  

◆優先的に実施する事業と し て「 安定し た水の供給」 が一番望まれています。  
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（ 2 ） 直結給水方式の拡充、 貯水槽水道の指導 

従来から 推進し ていた直結直圧給水方式に加え、平成 2 7 年度から 6 ～1 0 階の建物には

直結増圧給水方式を導入し まし た。 こ れにより「 安全でおいし い水」 を直接飲むこ と ができ

るよう になり まし た。  

また、 毎年貯水槽水道の管理者へ文書通達により 水質管理の指導を 実施し ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水道事業ガイ ド ラ イ ン （ JW W A Q 100） に基づく 業務指標 

番号 業務指標[単位] 同規模水道事業

体平均( H29値)

望まし い

方向

直結給水率（ ％）

( 直 結 給水件 数/給水件 数) ×100

貯水槽水道指導率（ ％）

( 貯 水 槽水道 指導件数 / 貯 水槽水道数 )  × 100

A204 98. 4 87. 8

R元年度

A205 100. 0 14. 8

◆安全な水を 飲んでも ら えるよう に、 貯水槽水道管理者に対し て適切に維持管理するよ

う 指導の徹底を図る必要があり ます。  

課題 
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3 .4 .2  強靭・ ・ ・ 危機管理への対応は徹底さ れているか 

 

近年、 地震等による水道施設への被害が全国的に確認さ れています。 そのため、 地震等に

強い施設や被災時に適切に対応でき る体制など、 強靭な水道が求めら れています。  

こ こ では「 危機管理への対応は徹底さ れているか」 の観点から 、 様々な危機を 想定するこ

と で、 災害を 最小限に抑えるためのシステム構築や施設整備、 また、 災害が発生し た時、 迅

速に対応するためのマニュ アルの整備など、ハード 面、ソ フ ト 面の両面から 整理し まし た。  

 

（ 1 ） 水道施設の耐震化・ 更新と 災害に備えた施設整備（ ハード 面）  

現在、水道施設の耐震化が急務であり 、計画的、効率的に進めています。施設については、

山崎浄水場は耐震性能を満たし ており 、真弓浄水場は耐震診断を実施し た結果、一部耐震性

能を 満たさ ない箇所があり 、 対策工事に着手し ています。  

また、比較的規模が大き く 、機能の重要度や老朽化の状況を考慮し て選んだ優先度の高い

8 箇所の配水池（ 場） の耐震診断を 実施し 、 耐震性能を 満たし ていない箇所についての対策

工事等は完了し まし た。  

管路については、 平成 3 0 年度から 事業量を増やし 、 更新ペースを上げたこ と により 、 更

新率は、 同規模水道事業体平均を 上回り まし た。 し かし 、 耐震管率については同規模水道事

業体平均に比べて低く なっ ています。  

 

 

 

 

 

水道事業ガイ ド ラ イ ン（ JW W A Q 100） に基づく 業務指標 

番号 業務指標[単位] 同規模水道事業

体平均( H29 値)

望まし い

方向

法定耐用年数超過管路率（ ％）

( 法定耐用年数を 超えている管路延長/管路延長) ×100

管路の更新率（ ％）

( 更新さ れ た 管路 延 長/管路 延長 ) × 100

浄水施設の耐震化率（ ％）

( 耐震対策 の施さ れ た 浄水 施設能力 /全浄水施 設能 力) × 100

配水池の耐震化率（ ％）

( 耐震対策 の施さ れ た 配水 池有効容 量/配水池 有効 容量) ×100

管路の耐震管率（ ％）

( 耐震管延 長/管路延長 ) × 100

0. 69

B602 48. 5 33. 0

11. 5 18. 8

87. 6 57. 9

B605

R元年度

B503 30. 8 20. 0

B604

B504 0. 93
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（ 2 ） 災害発生時の活動体制（ ソ フ ト 面）  

災害発生時に正確かつ迅速に行動で き る よ う に危機管理マ ニ ュ ア ルや業務継続計画

（ BCP） を 策定し まし た。 また、地域で実施さ れる給水訓練への参加や、図上訓練などの防

災訓練を 継続的に行っ ています。さ ら に緊急時の資機材を 保管する防災倉庫を 設置し 、資機

材の確保にも 努めまし た。  

また、 大規模災害時応援受入れマニュ アルの作成や危機管理マニュ アル、 業務継続計画

（ BCP） の見直し を 継続し て進めています。  

 

 

 

 

 

問 生駒市では、地震等の災害に強いラ イ フ ラ イ ンにする ために、拠点施設や老朽管の更新

を はじ め、 施設・ 管路の耐震化を 進めています。 今後も 、 施設や管路のさ ら なる老朽化

が進み、更新や耐震化に多額の費用を 要するこ と が予想さ れるなか、どのよう に事業に

取り 組んでいく べきだと 思われますか。 あてはまるも の１ つに〇を つけてく ださ い。  

 

 

 

 

水道事業ガイ ド ラ イ ン（ JW W A Q 100） に基づく 業務指標 

番号 業務指標[単位] 同規模水道事業

体平均( H29 値)

望まし い

方向

災害対策訓練実施回数（ 回／年）

年間の災 害対 策訓練実 施回 数

R元年度

B210 4 8

令和元年度アンケート 調査よ り  

課題 

◆管路の耐震管率は、同規模水道事業体平均を 下回っ ています。そのため、耐震管率を 上

げていく 必要があり ます。  

◆浄水施設、配水池の耐震化率は、同規模水道事業体平均を上回っ ているも ののさ ら に耐

震化率を 上げる必要があり ます。  

◆本市は地勢的に多く のポンプ施設が必要であり 、 停電時のバッ ク アッ プと し て主要な

配水場には自家用発電設備を 設置し ていますが、 計画的に更新を する必要があり ます。 
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平成２ ０ 年   令和元年 

「 ① 水道料金を上げても 、  

でき るだけ早く 補強工事を 

し てほし い」        ： 3 .3 ％ 

⇒ 
「 ① 水道料金が値上がり する 

と し ても 、 でき るだけ早く  

更新や耐震化をするべき 」   ： 3 3 .2 ％ 

◆危機管理マニュ アルや業務継続計画（ BCP） を より 充実し ていく 必要があり ます。  

◆自治会、 自主防災会や市民と の連携の強化が求めら れています。  

◆近年発生し た地震等の大規模災害によ り 、 市民の危機意識が高まっ たこ と で強靭な水

道が望まれています。  

◆災害対策訓練実施回数が同規模水道事業体平均を 下回っ ている こ と から 、 回数を 増や

し ていく 必要があり ます。  

課題 
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3 .4 .3  持続・ ・ ・ 水道サービスの持続性は確保さ れているか 

 

現在、 水道事業の経営状況の健全性を 示す「 経常収支比率」 は 1 0 0 ％を 上回っ ているも

のの、 今後、 給水収益が減少し ていく こ と や、 水道施設の更新需要が高まるこ と が推測さ れ

ています。 こ こ では「 水道サービスの持続性は確保さ れているか」 の観点から 、 財政基盤、

組織体制、 市民サービス、 広域化について整理し まし た。  

 

（ 1 ） 適正な財政基盤・ 料金体系 

水道事業は、 地方公営企業法が適用さ れ、 原則と し て独立採算方式で行われています。そ

のため、事業運営の健全性・ 安定性については適正な水道料金によ る収入の確保が不可欠で

す。 また、 資産管理のあり 方や経費の削減、 国費などによ る財源確保が必要と さ れます。 こ

のよう なこ と から 、財政収支計画の見直し や期間計算の厳密化を行い、適正な財政状況の把

握に努めまし た。  

 

 

 

  

水道事業ガイ ド ラ イ ン（ JW W A Q 100） に基づく 業務指標 

番号 業務指標[単位] 同規模水道事業

体平均( H29 値)

望まし い

方向

配水量1m 3 当たり 電力消費量（ kW h /m 3）

電力使用 量の 合計 / 年間 配水量

配水量1m 3 当たり 消費エネルギー（ MJ/m 3）

エ ネ ルギ ー 消 費量 / 年間 配水量

経常収支比率（ ％）

[ ( 営業収 益＋ 営業外収 益) /( 営業費用 ＋営 業外 費用) ] × 100

料金回収率（ ％）

( 供給単価 /給 水原価) ×100

給水原価（ 円/m 3）

( 総費用-受託 工事費-小水 力 発電費 -災害援助 費-特別損 失-長期前受金 戻入) /有収

水量

流動比率（ ％）

( 流動資産 /流 動負債) ×100

2068. 4 561. 4C118

C115

104. 2

179. 1 165. 0

C102

C113

113. 2

108. 9

108. 8

B302

B301

2. 168. 31

R元年度

0. 340. 86

課題 

◆今後、 給水収益が減少傾向にある中で、 より 一層経営改善を 図る必要があり ます。  
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（ 2 ） 組織体制・ 業務管理の効率化・ 強化 

平成 2 2 年度の職員定数適正化計画に基づき 、 業務の見直し 再編・ 整理・ 統廃合・ 民間委

託の推進などを積極的に実施し てき まし た。その一方で技術職員率、水道技術に関する 資格

取得度、水道業務平均経験年数については、いずれも 同規模水道事業体平均を 下回っ ていま

す。  

 

 

 

 

 

 

（ 3 ） 市民サービスの充実 

水道料金の収納方法の拡充と し て、 新たに、 ゆう ちょ 銀行での窓口納付や、 スマホ収納の

導入を行いまし た。  

また、 市民への広報と し て、 広報紙「 生水だよ り 」 の発行、 ホームページ、 ツイ ッ タ ーを

通じ て情報を 発信し ています。 更に、 水の PR 事業と し て、 水飲み場の設置、 給水スポッ ト

協力店の募集、給水機の貸出し や市のイ ベント に参加し 水道水の利用を 呼びかけまし た。し

かし 、アンケート 調査結果では、水道事業に関する情報を 得ていない人の割合が約半数を占

めており 、 水道事業への関心が薄いこ と が分かり まし た。  

 

水道事業ガイ ド ラ イ ン（ JW W A Q 100） に基づく 業務指標 

番号 業務指標[単位] 同規模水道事業

体平均( H29 値)

望まし い

方向

水道技術に関する資格取得度（ 件/人）

職員が取得し ている水道技術に関する資格数 / 全職員数

内部研修時間（ 時間/人）

( 職員が内 部研修 を 受け た 時間×受 講人数 )  / 全職員数

技術職員率（ ％）

( 技術職員 数 / 全職員 数)  × 100

水道業務平均経験年数（ 年/人）

職員の水 道業 務経験年 数 / 全職員 数

C201 1. 03

40. 6

5. 8

C204

2. 4

C205

51. 9

12. 4

C203 28. 4

R元年度

2. 0

課題 

◆技術職員率が低いこ と や水道業務平均経験年数が短いなど、経験の少ない職員が増加し

ているこ と から 、 水道サービスを 低下さ せない取組みをし ていく 必要があり ます。  
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問 水道事業に関する 情報を 、 どのよ う に得ていますか。 あてはまる も のすべてに〇を つけて

く ださ い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道事業ガイ ド ラ イ ン（ JW W A Q 100） に基づく 業務指標 

番号 業務指標[単位] 同規模水道事業

体平均( H29 値)

望まし い

方向

広報誌によ る情報の提供度（ 部/件）

広報誌などの配布部数 / 給水件数

水道施設見学者割合（ 人/1 , 000  人）

見学者数 / ( 現在給水人口/1, 000)

アン ケート 情報収集割合（ 人/1 , 0 00  人）

アンケート 回答人数 /  ( 現在給水人口/1, 000)

直接飲用率（ ％）

( 直接飲用 回答数  / ア ン ケ ー ト 回答 数)  × 100

水道サービ スに対する苦情対応割合（ 件/1 , 0 00  件）

水道サー ビ ス 苦情対応 件数  / ( 給水 件数 /1, 000)

水質に対する苦情対応割合（ 件/1 , 0 00  件）

水質苦情 対応 件数 /  ( 給 水 件数/1, 000)

水道料金に対する苦情対応割合（ 件/1 , 0 00  件）

水道料金 苦情 対応件数  / ( 給水 件数 /1, 000)

0. 5

C506 0. 00 3. 07

C504 0. 10 0. 11

C505 0. 48 0. 30

R元年度

C403

3. 08C401 4. 8

66. 0

3. 6C502

3. 46. 0

54. 4C503

情報の収集方法について  

令和元年度アンケート 調査よ り  
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問 生駒市水道事業では平成２ ６ 年度から 「 水のＰ Ｒ 事業」 を 行っ ています。  

水道水のＰ Ｒ 事業について、 どのよ う に思われますか。  

 

 

 

 

問 水道料金について、 どのよ う に思われますか。  

 

平成２ ０ 年 令和元年 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「 ④どちら かと いえば高い」 と  

「 ⑤高い」 の合計      ： 4 3 .3 ％ ⇒ 
「 ④どちら かと いえば高い」 と  

「 ⑤高い」 の合計      ： 5 5 .2 ％ 

「 ①積極的にＰ Ｒ するべき 」 が

2 0 .1 ％、「 ②水道水について関心を持っ

ても ら う ため、 Ｐ Ｒ は続けていく べき 」

が 4 8 .6 ％と なっ ており 、「 Ｐ Ｒ するべ

き」（ ①と ②の合計） の割合は 6 8 .7 ％と

なっ ています。  

「 ④情報を 得ていない」 と 半数以上の人が回答し ています。  
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（ 4 ） 他事業体と の広域的連携 

現在、 北和都市水道事業協議会（ 奈良市、 大和郡山市、 天理市、 生駒市） において、 応援

給水施設（ 相互融通連絡管等） の点検確認や水道メ ータ ーの共同調達を 行っ ています。  

また、 水道施設について、 IoT 技術を 活用し た監視制御システムの広域的連携に着手し て

います。  

さ ら に奈良県と 県内市町村で、 県域水道一体化の取組みが進めら れています。  

 

 

 

 

 

 

  

課題 

◆県域水道一体化の参加について、 水道サービスの持続性を 確保でき るよう 協議、 検討し

ていく 必要があり ます。  

課題 

◆災害発生時に様々な世代に合っ た効果的な情報提供の方法を 検討する 必要があり ま

す。  

◆水道に関する情報を 得ていない人がかなり 多いこ と から 、広報紙や SN S を 活用し 、水

道事業にも っ と 興味を も っ ても ら う 工夫を 行う 必要があり ます。  

◆水の PR について、「 積極的に行う こ と 」 が求めら れているこ と から 、 さ ら なる周知に

むけた改善策を検討する必要があり ます。  

◆料金を 下げたにも 関わら ず、 料金が高いと 感じ ている人が増加し たこ と から 、 生駒市

の水道事業を も っ と 知っ ても ら う こ と が必要です。  
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3 .4 .4  現状評価による 課題のまと め 

 

 

 

（ 1 ） 水質管理体制 

◆常に安全な水質を 確保する ため、 水質検査の徹底や水質監視の効率化を 図る 必要があ

り ます。  

◆優先的に実施する事業と し て「 安定し た水の供給」 が一番望まれています。  

 

（ 2 ） 直結給水方式の拡充、 貯水槽水道の指導 

◆安全な水を 飲んでも ら える よ う に、 貯水槽水道管理者に対し て適切に維持管理する よ

う 指導の徹底を図る必要があり ます。  

 

 

 

（ 1 ） 水道施設の耐震化・ 更新と 災害に備えた施設整備（ ハード 面）  

◆管路の耐震管率は、 同規模水道事業体平均を 下回っ ています。 そのため、 耐震管率を上

げていく 必要があり ます。  

◆浄水施設、配水池の耐震化率は、同規模水道事業体平均を上回っ ているも ののさ ら に耐

震化率を 上げる必要があり ます。  

◆本市は地勢的に多く のポン プ施設が必要であり 、 停電時のバッ ク アッ プと し て主要な

配水場には自家用発電設備を 設置し ていますが、 計画的に更新を する必要があり ます。 

 

（ 2 ） 災害発生時の活動体制（ ソ フ ト 面）  

◆危機管理マニュ アルや業務継続計画（ BCP） をより 充実し ていく 必要があり ます。  

◆自治会、 自主防災会や市民と の連携の強化が求めら れています。  

◆近年発生し た地震等の大規模災害により 、 市民の危機意識が高まっ たこ と で強靭な水

道が望まれています。  

◆災害対策訓練実施回数が同規模水道事業体平均を 下回っ ているこ と から 、 回数を 増や

し ていく 必要があり ます。  

 

  

 

（ 1 ） 適正な財政基盤・ 料金体制 

◆今後、 給水収益が減少傾向にある中で、 より 一層経営改善を 図る必要があり ます。  

 

安 全 

強 靭 

持 続 
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（ 2 ） 組織体制、 業務管理の効率化・ 強化 

◆技術職員率が低いこ と や水道業務平均経験年数が短いなど、 経験の少ない職員が増加

し ているこ と から 、 水道サービスを 低下さ せない取組みを し ていく 必要があり ます。  

 

（ 3 ） 市民サービスの充実 

◆災害発生時に様々な世代に合っ た効果的な情報提供の方法を 検討する 必要があり ます。 

◆水道に関する情報を 得ていない人がかなり 多いこ と から 、 広報紙や SN S を 活用し 、 水

道事業にも っ と 興味を も っ ても ら う 工夫を 行う 必要があり ます。  

◆水の PR について、「 積極的に行う こ と 」 が求めら れているこ と から 、 さ ら なる周知に

むけた改善策を 検討する必要があり ます。  

◆料金を 下げたにも 関わら ず、料金が高いと 感じ ている人が増加し たこ と から 、生駒市の

水道事業をも っ と 知っ ても ら う こ と が必要です。  

 

（ 4 ） 他事業体と の広域的連携 

◆県域水道一体化の参加について、水道サービスの持続性を確保でき るよう 協議、検討し

ていく 必要があり ます。  
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4 .1  将来像及び目標 

 

本市水道事業における現状と 課題を踏まえ、今後水道事業は、市民や事業者等と 連携する

こ と で、それぞれの夢と 希望がパイ プラ イ ンのよう に長く 繋がり 、いつまでも 安心し て利用

し 続けら れる水道を実現し 、 また、 水道への信頼を 得るこ と に繋がるよう に、 将来像を「 み

んなで創る 夢と 希望へつながる いこ まの水道」 と し ます。  

こ の将来像を 実現するため、 厚生労働省「 新水道ビ ジョ ン 」 を 参考に「 安全」、「 強靭」、

「 持続」 の３ つの目指すべき 目標を、 それぞれ「 いつでも 安心し て飲める、 安全で信頼さ れ

る水道」、「 災害に強く たく まし い水道」、「 いつまでも 皆様の近く にあり つづける水道」 と 定

めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .2  施策体系図 

 

水道の現状評価と 課題、将来の事業環境を踏まえつつ、厚生労働省「 新水道ビジョ ン」

方策の推進要素と し て挙げら れた挑戦の姿勢をも っ て互いに連携するこ と で、具体的な

施策（ 3 0 項目） に取組んでいきます。  

本ビジョ ンでは、 基本目標である「 強靭」 を重要目標と し ています。  

第４ 章 生駒市水道事業の将来像及び目標 

-149-



 
 

第４ 章 生駒市水道事業の将来像及び目標 
 

 

2 6  

  生駒市水道事業ビ ジョ ンの施策体系図 

県域水道一体化に向けた検討

職員の人材育成や適正配置の実施

研修等の機会を 増やす環境づく り

わかり やすい広報活動

災害時等の広報発信

双方向コ ミ ュ ニケーショ ン の推進

近隣事業体と の連携

マニュ ア ル及び業務継続計画の見直し

実践的な 訓練の実施

市民等と の連携によ る 訓練の実施

持
続 財源確保の検討

経営戦略の定期的見直し

適正な 料金水準の検討

漏水調査と 早期の修繕実施

他工事と 共同施工

効率的な 施設の再編成

強
靭 電気計装設備等の更新

浄水施設の耐震工事の実施

配水施設の耐震診断及び対策工事の実施

管路の更新及び耐震化の推進

ダウン サイ ジ ン グや管種の変更実施

自家用発電機設備の更新

緊急遮断弁・ 緊急用給水設備の設置

計画的な 資機材の備蓄

応援体制の構築

目標 施策方針 施策と 具体的な施策（ アク ショ ン プ ラ ン ）

安
全 給水水質の監視の徹底

自動監視設備の定期点検実施

水質監視の範囲の拡大

貯水槽水道設置者への啓発指導

直結給水方式の普及促進

水道施設の更新と 耐震化

災害・ 事故時に迅速に対応でき る 体制

安定し た財政基盤の強化

水質管理の維持向上

水質の保全

市民サービ スの充実

広域的連携の推進

事業運営体制の強化

水質管理の徹底

貯水槽水道の維持管理の指導

浄水・配水施設等の更新と耐震化

管路の更新と耐震化

自家用発電機設備の更新

災害対策の充実

危機管理マニュアルの充実

実践的な訓練、研修の実施

経営基盤の強化

コストの削減

人材の確保と育成

情報提供の充実

広域連携、県域水道一体化
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5 .1  施策内容 

 

5 .1 .1  安全 ～いつでも 安心し て飲める、 安全で信頼さ れる水道～ 

水安全計画に基づいた水質管理を 徹底するこ と で、 安全でおいし い水の供給に努めます。 

また、 貯水槽水道管理者に対し て直結給水方式の促進や衛生管理の指導を 引き 続き 行っ て

いき ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

第５ 章 目標実現に向けた施策 

水質管理の維持向上 

水質の保全 

○水質管理の徹底 

・ 各配水区域における給水水質の監視を 徹底し ます。  

・ 既存の自動監視設備のメ ンテナンスを 行い、 適正に運用し 、 水質管理を徹底し ます。 

・ 更新工事や新規給水工事における水質検査を 徹底し ます。  

○貯水槽水道の維持管理の指導 

・ 貯水槽水道管理者への啓発指導を 継続し ます。 また、 小規模貯水槽管理者に適正管

理を 指導し ていき ます。  

・ 貯水槽水道管理者に対し て増圧を 含めた直結給水方式の普及・ 切替を 促進し ます。  

  

水質監視装置 
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5 .1 .2  強靭 ～災害に強く たく まし い水道～ 

水道施設の更新と 耐震化について、 計画的、 効率的に進めていき ます。  

災害発生時に被害を最小限に抑えるためのシステム構築や施設整備、また、被災時に迅速

に対応するためのマニュ アルの整備など、 災害時の活動体制を 構築し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新イ メ ージ図 

水道施設の更新と 耐震化 

○浄水・ 配水施設等の更新と 耐震化 

・ アセッ ト マネジメ ント を 用い、 中央監視制御設備等の電気計装設備等の更新工事を

行います。  

・ 真弓浄水場の浄水池の耐震対策工事を 実施するこ と で浄水施設の耐震化率の向上を

図り ます。（ 浄水施設の耐震化率 4 8 .5 ％→1 0 0 ％）  

・ 配水施設については、 5 0 0 m 3 以上の配水池の耐震診断を 実施、 対策工事を 行い耐

震化率の向上を 図り ます。（ 配水池の耐震化率 8 7 .6 ％→9 8 .9 % ）  

 

○管路の更新と 耐震化 

・ アセッ ト マネジメ ン ト を 用いた管路更新計画を策定し 、計画的に更新するこ と で耐震

化を 進めます。  

・ 赤水防止対策の観点から 、更新時にはダウンサイ ジングを するなど水需要に合っ た口

径に変更し ます。 また、 内面粉体塗装管やポリ エチレ ン管などの管種を 採用し ます。 

 

○自家用発電設備の更新 

・ ポンプ施設の更新工事等にあわせて自家用発電設備を 更新し ます。（ 鹿ノ 台配水場、

真弓配水場、 山崎浄水場）  

実使用年数に

基づく 更新需要

平準化後の

更新需要

施設の更新・ 修

繕などを 前倒し
維持管理の強化な

どによる 延命化施設更新のピーク

投資額

年数 年数

費
用

費
用
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災害・ 事故時に迅速に対応でき る体制 

○災害対策の充実 

・ 緊急時に備えて、 緊急遮断弁、 緊急用給水設備（ 鹿ノ 台配水場、 真弓配水場、 狭戸

配水場） を 設置し ます。  

・ 既存資機材の把握と その他必要な資機材の種類と 数量を 検討し 、 計画的に備蓄し て

いき ます。  

・ 他事業体や協力業者と 応援体制を 構築し ます。  

  

○危機管理マニュ アルの充実 

・ 緊急時、 円滑に活動でき るよう 、 マニュ アルや業務継続計画（ BCP） の見直し を 行い

ます。  

  

○実践的な訓練、 研修の実施 

・ 実践的な図上訓練や現場での訓練等を 通し て円滑に対応でき る人材を 育成し ます。  

・ 協力業者や施設管理者、 市民と の連携を 図り 訓練を 実施し ます。  

緊急遮断弁 給水訓練 
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5 .1 .3  持続 ～いつまでも 皆様の近く にあり つづける水道～ 

 

給水収益の減少や更新需要の増大等、 経営を取り 巻く 環境が厳し さ を 増す状況のなか、

さ ら なる 経営改善、 安定し た事業運営を 進めていける体制を 確立し ていき ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

安定し た財政基盤の強化 

事業運営体制の強化 

○経営基盤の強化 

・ 業務の見直し や交付金の活用などを 検討し 、 事業運営に必要な財源の確保に努めま

す。  

・ 経営戦略を 定期的に見直し 、 健全経営を 進めます。  

・ 持続可能な事業運営を 確保するために、 適正な料金水準の検討を 行います。  

・ 小水力発電施設の継続的な運用により 、 財源の確保に努めます。  

 

○コ スト の削減 

・ 漏水調査や早期の修繕を する こ と で漏水を減ら し 、有効率の高水準を 維持し ていき ま

す。  

・ 他工事と 共同施工するこ と で水道工事の経費削減に努めます。  

・ 効率的な水道施設の再編成に取り 組みます。  

○人材の確保と 育成 

・ スリ ム化し た職員体制において、 水道サービスを 低下さ せないよ う に職員の人材育

成や適正配置により 組織力の強化を 図り ます。  

・ 事業運営に必要な知識や技術を 継承するため、 経験年数に応じ た研修等を 積極的に

取り 入れ、 人材の育成を 図り ます。  

-154-



 
 

第５ 章 目標実現に向けた施策 
 

 

3 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民サービスの充実 

広域的連携の推進 

○情報提供の充実 

・ 必要な情報を わかり やすく 提供でき るよう 広報活動に努めます。  

・ 災害時等の広報について、 必要な情報を 状況にあっ た手段で発信し ていき ます。  

・ 出前講座や施設見学会などを 開催するこ と で水道に対する市民の関心を 高め、 理解

を 深めても ら います。  

○広域連携、 県域水道一体化 

・ 近隣事業体と 連携し て行える共同事業を 進めます。  

・ 県域水道一体化に向けた検討を 進めていき ます。  

漏水調査 広報紙等 
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「 生駒市水道事業ビジョ ン 」 では、 5 0 年後、 1 0 0 年後を 見据えた今後 1 0 年間の水道

事業の方向性を示し ています。厳し い事業環境のなか、こ の方向性を 踏まえた施策や事業を

推進する ためには、 計画的な取組みが必要です。 その達成状況についても 、 可能な限り 客観

的に把握し 、評価するこ と で、目標の達成に向けた事業の推進や見直し を図っ ていく 必要が

あり ます。  

こ のため、「 生駒市水道事業ビジョ ン」 では、 施策や事業の進捗状況について、 毎年度事

業評価を 行い、 評価結果に基づく 計画の見直し 、 翌年度実施計画への反映を 行います。  

また、 今後、 水道事業を 取り 巻く 環境が急激に変化するなかで、 水道事業の方向性や、 財

政状況に大き な影響を 与える 可能性も あり ます。 こ のよう な経営環境の変化に柔軟に対応

し ながら 、 持続可能な水道事業の運営に取組むため、 3 年から 5 年を目処に事業の方向性

の確認や必要に応じ た見直し を図り ます。  

 

 

 

 

 

 

第６ 章 フ ォ ローアッ プ 

経営

戦略

生駒市

総合計

画

2 0 2 7 2 0 2 8

水道事業

ビジョ ン

2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 9 2 0 3 0 2 0 3 1 2 0 3 22 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6

生駒市水道事業ビジョ ン

経営戦略

年度ごと の進捗管理 年度ごと の進捗管理

年度ごと の予算 年度ごと の予算

生駒市総合計画

年度ごと の予算

第1 期 第２ 期 第３ 期

（ 次期） 水道事業ビ ジョ ン

（ 次期） 経営戦略
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付属資料 

 

・ 施設整備計画（ 資料 1 ）  

・ 水需給計画（ 資料 2 ）  

・ 財政収支計画（ 資料 3 ）  
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生駒市水道事業ビジョ ン  

令和 3 年３ 月 

生駒市上下水道部 

〒6 3 0 -0 1 2 2  奈良県生駒市真弓 2 丁目 1 3 番 1 号 

0 7 4 3 -7 9 -2 8 0 0 （ 代表）  

E-m a il su id o-sou m u @ city.ikom a .lg .jp  

h ttp ://w w w .city.ik om a .lg .jp /w a ter/ 
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令和２年度決算の概要 金額は、百万円未満四捨五入で表示

【一般会計】

１　決算規模

歳入は、５２５億５，６００万円となり、執行率は９７．８％、前年度と比較して１０７億６，５００万円、２５．８％の増額となった。

歳出は、５０６億８，５００万円となり、執行率は９４．４％、前年度と比較して１０５億１，９００万円、２６．２％の増額となった。

２　決算収支

歳入から歳出を差引した形式収支は、１８億７，１００万円となり、この形式収支から翌年度へ繰越すべき財源６，０００万

円を差引いた実質収支は、１８億１，１００万円の黒字となった。

(1)　歳入については、昨年度行った病院事業会計貸付金の貸付元の変更に伴い減債基金の繰入れが減となったことで２５億

６００万円、８０．６％の減収となったものの、国庫支出金において、特別定額給付金給付事業を始めとする新型コロナウイルス

感染症対策に係る事業の補助金が大幅に増加したことに伴い１３１億１，２００万円、２２６．８％の増収、地方消費税交付金に

おいて、消費税率引き上げに伴い４億８００万円、２４．２％の増収となり、全体としては１０７億６，５００万円の増収となった。

(2)　歳出については、普通建設事業において、小中学校及び幼稚園のエアコン整備事業などの減により、２０億１，９００万円、

４７．１％の減少、貸付金において、昨年度行った病院事業会計貸付金の貸付元の変更に伴い１８億１，０００万円、８４．１％

の減少となったものの、新型コロナウイルス感染症に係る事業として、特別定額給付金や妊婦特別給付金の給付などの補助

費等が１３９億９，２００万円、６５７．８％と大幅増となったほか、市の独自施策である「さきめしいこま」の取組などにより事業費

が増加し、全体の支出額は、１０５億１，９００万円の増加となった。

《決算収支の推移》 (単位：百万円)

歳入
歳出
実質収支
単年度収支

【特別会計】　

１　決算規模

歳入は、２１１億５，０００万円となり、執行率は９４．６％、前年度と比較して３億２，２００万円、１．５％の増額となった。

歳出は、２０９億９，０００万円となり、執行率は９３．９％、前年度と比較して１億８，５００万円、０．９％の増額となった。

２　決算収支

歳入から歳出を差引した形式収支は、１億５，９００万円となり、翌年度へ繰越すべき財源はないため、実質収支も

１億５，９００万円の黒字となった。

(1)　介護保険特別会計は、前年度と比較して、歳出で保険給付費が増額となったことに伴い、国庫支出金等の歳入全体が増加

し、さらに、低所得者の介護保険料軽減に伴う繰入金の増により、実質収支が１億５，５００万円となり、同額を介護保険介護給

付費準備基金に積み立てている。

(2)  国民健康保険特別会計は、平成３０年度から財政運営の責任主体が都道府県となり、県内で保険料を統一する方針のため、

徐々に保険税率を上げることとなったが、令和２年度は負担軽減のために保険税率の上げ幅を抑制したことで１億４００万円の

資金不足が生じ、その分を国民健康保険財政調整基金から繰り入れた。

 ※令和２年度から下水道事業は企業会計に移行しており、前年度比較の対象外としている。

682 905 1,131 1,478 1,811
▲ 235 223 226 347 333

37,968 36,939 37,178 41,792 52,556
37,087 35,886 35,119 40,166 50,685

年度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２
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【財政の状況】

１  普通会計決算規模

歳入は、５２４億５，０００万円で、前年度より１０７億６，６００万円、２５．８％の増額となった。

歳出は、５０５億７，８００万円で、前年度より１０５億２，０００万円、２６．３％の増額となった。

２　財政関係指標

経常収支比率は８９．７％で４．６ポイント改善した。

実質赤字比率は－％（△７．６４％）、連結実質赤字比率は－％（△２９．７１％）、実質公債費比率は４．６％、

将来負担比率は－％（△９６．３％）となった。

（△表示は実質収支、連結実質収支とも黒字であること又は実質的な将来負担がないことを表している。）

３　積立基金残高は、９８億７，７００万円で、６億６，６００万円、７．２％の増加となった。

４　年度末の普通会計とその他会計（企業会計を除く）の地方債残高は１７３億２，２００万円で６億８，３００万円、３．８％

　　の減少となった。

(1)　財政力指数については、０．８２で前年度より０．０１ポイント下がった。経常収支比率は、地方消費税交付金を始めとする県

税交付金や地方交付税などが増額となり分母の経常一般財源（臨時財政対策債を含む）が前年度より６億４００万円増加した

一方、分子の経常経費充当一般財源においても新型コロナウイルス感染症対策に係る補助費等が増となるものの、下水道使

用料の増による下水道事業会計補助金の減や退職手当、公債費の減等により、前年度より５億１，８００万円の減少となったこ

とで、前年度より４．６ポイント改善の８９．７％となった。

(2)　健全化判断比率については、実質赤字比率は△７．６４％、連結実質赤字比率は△２９．７１％となり、実質公債費比率は

３カ年平均で４．６％、将来負担比率は△９６．３％となった。

　なお、参考として、早期健全化計画の提出を義務付けられる比率は、実質赤字比率で１２．１８％以上、連結実質赤字比率

で１７．１８％以上、実質公債費比率で２５％以上、将来負担比率で３５０％以上である。

(3)　積立基金については、減債基金から５億１，３００万円、ふるさと生駒応援基金から５，５００万円、全体で６億２００万円を繰り

入れたが、財政調整基金に２億４，７００万円、減債基金に２億９，０００万円、公共施設等総合管理基金に４億１，６００万円を

積み立てるなど、全体で１２億６，９００万円を積み立て、残高は、前年度より６億６，６００万円の増加となった。

(4)　年度末の普通会計地方債残高は１６６億５，１００万円で、既存の地方債の償還が進んだことにより前年度から６億２，６００万

円減少した。また、その他の会計（企業会計を除く）における地方債残高は、６億７，１００万円で、５，８００万円減少した。

　なお、全会計（企業会計を除く）における地方債残高は、前年度より６億８，３００万円減少した。

341
322

310 299 294 304 295 283 275

173

100 100 97 109
120 122 120 114

92 99

0
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500

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2

地方債

積立基金

《地方債･積立基金の年度末残高推移》 （企業会計を除く）
単位:億円

※ 令和２年度から下水道事業は企業会計に移行している。
※ 令和元年度以前は、地方債に下水道事業債が含まれている。（参考 令和元年度地方債275億円のうち下水道事業債95億円）
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令和３年度

中　期　財　政　計　画

生　駒　市
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１　中期財政計画の目的

　中期財政計画は、新規・主要事業の計画を策定していく際の指針とするものです。

　限られた財源の中、財政の健全性を確保しながら、持続可能な財政運営を行うため、今後の５ヵ

年の財政状況の変化を見通し実質収支額、経常収支比率等を試算しました。

　本計画は、策定年度の決算状況を踏まえ、ローリング方式により毎年度策定しています。

２　基本事項（計画策定にあたっての基本的な考え方）

○ 歳入について使途が特定されない一般財源での試算としました。

　 従って国庫支出金、県支出金などの特定財源、これを財源とする歳出はこの計画には含んでい

　 ただし、市債は借入額を含んでいませんが、将来の財政運営に影響を与える元金・利子償還金

　（公債費）は試算しています。

○「令和４年度の地方財政の課題（令和３年８月３１日総務省報道資料）」、「中長期の経済財政

　に関する試算（令和３年７月２１日内閣府）」等を参考にしました。

○ 歳入は厳格に見込むとともに、経常的な歳出は、社会保障関係費は各年度前年度比１．８億円、

　 物件費等は消費者物価上昇率を勘案した試算としています。

《用語の解説》

○ 一般財源・・・市税、県税交付金、地方譲与税、地方交付税、臨時財政対策債など使途が特定されていな

い財源です。一方、国庫支出金、県支出金、市債などは使途が特定されていることから特定財源とい

います。

○ 普通会計・・・地方公共団体の個々の会計範囲が異なっている中で、財政比較や統一的な掌握を行うため、

地方財政統計上統一的に用いられる会計区分です。一般会計及び国の法令に基づかず市の条例に基づ

き設置している特別会計が普通会計です。本市の場合、概ね、一般会計と公共施設整備基金特別会計

を合わせたものです。

○ 経常収支比率・・・財政構造の弾力性を表す財政指標で、数値が低いほど弾力性が高いことを表しており、

経常一般財源に対する経常経費充当一般財源の割合です。

○ 実質公債費比率・・・公債費（市債の元金・利子償還金）による財政負担の程度を表す財政指標で、標準財

政規模に対する普通会計公債費及び公債費類似経費（普通会計以外の特別会計、企業会計、一部事務

組合の公債費に対する普通会計負担分や、公債費に準じる債務負担行為（ＰＦＩ事業による公共施設

への建設事業費等））の割合です。

１８％以上で地方債の借入に国の許可が必要になり、２５％以上で一部の地方債の発行が制限されます。

○ 経常一般財源・・・市税や普通交付税など毎年度経常的に収入が見込まれるものです。

○ 経常経費・・・人件費、公債費、扶助費など毎年度経常的に支出されるものです。

○ 臨時一般財源・・・都市計画税や特別交付税など毎年度継続して収入が見込まれるものの、統計分類上、

臨時一般財源とされるものです。

○ 臨時経費・・・毎年度支出されるが、各年度の支出額に大きな差があるなど、統計分類上、臨時的に支出

　 ません。

1
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されるものです。

○ 普通建設事業費・・・支出の効果が資本形成に向けられ、ストックとして将来に残るものに支出される

　 経費です。すなわち、主として道路、橋梁、河川、下水道等の公共土木関係施設、消防設備、学校等

　 文教施設、治山治水施設、農林施設、社会教育施設等の新設、増設、改良事業等に要する事業費や、

　 他団体、民間の資産形成のための出資金、補助金等も含まれます。

３　計画期間及び会計単位

　計画期間は、令和４年度から令和８年度までの５ヵ年で、普通会計を単位としています。

４　実質収支見込額 (単位:百万円)

Ｒ２（決算） Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

24,218 24,391 24,544 24,448 24,431 24,356 24,506

3,762 4,601 4,093 3,789 3,803 3,307 3,802

歳入計（①＋②）Ａ 27,980 28,992 28,637 28,237 28,234 27,663 28,308

22,346 22,600 23,239 23,265 23,690 23,578 23,795

3,762 4,586 4,093 3,789 3,803 3,307 3,802

歳出計（③＋④）Ｂ 26,108 27,186 27,332 27,054 27,493 26,885 27,597

繰越明許費繰越財源Ｃ 61 0 0 0 0 0 0

1,811 1,806 1,305 1,183 741 778 711

５　財政指標及び市債、４基金残高の見込み (単位:百万円、％)

Ｒ２（決算） Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

89.7 92.7 94.7 95.2 97.0 96.8 97.1

4.6 4.1 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4

16,651 16,849 16,478 17,371 18,623 17,708 16,780

6,710 7,038 7,369 7,470 7,413 7,639 7,917

経常収支比率

実質公債費比率

実質収支見込額
A－B－Ｃ

臨時経費④

市債残高

積立基金残高

経常経費③

経常一般財源①

臨時一般財源②

89.7

92.7
94.7

95.2
97.0

96.8 97.1

84.0
86.0
88.0
90.0
92.0
94.0
96.0
98.0

100.0
102.0

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

経常収支比率の推移

経常収支比率

％

2
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(注)普通会計の市債残高であり、水道事業、下水道事業、病院事業は含みません。

　４基金＝財政調整基金、減債基金、職員退職給与基金、公共施設等総合管理基金

６　一般財源収支の見込み

（１）　経常一般財源 (単位:百万円)

Ｒ２（決算） Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

市税 15,738 15,008 15,370 15,614 15,555 15,601 15,648

個人市民税 8,482 8,031 8,098 8,284 8,284 8,284 8,284

法人市民税 569 495 516 528 528 528 528

固定資産税 6,107 5,910 6,158 6,195 6,127 6,164 6,201

軽自動車税 166 166 169 178 187 196 206

市たばこ税 414 406 429 429 429 429 429

2,854 2,697 2,857 2,923 2,923 2,923 2,923

地方特例交付金 114 115 114 114 114 114 114

普通交付税 3,429 3,800 3,950 3,794 3,897 3,998 4,082

12 15 15 15 15 15 15

使用料・手数料 47 48 48 48 48 48 48

繰越金 382 326 603 353 292 70 89

諸収入等 29 36 36 36 36 36 36

臨時財政対策債等 1,613 2,346 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551

24,218 24,391 24,544 24,448 24,431 24,356 24,506

- 100.7 100.6 99.6 99.9 99.7 100.6

＊地方譲与税・県税交付金は、自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税、森林環境譲与税、利子割交付金、

　配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金

　を含んでいます。

＊繰越金は本来臨時一般財源に分類されますが未充当になると見込まれる額は経常一般財源として計上して

　います。

《試算の条件》

　(1)　個人市民税・・・令和３年度は決算見込額、令和４年度は過去の増減率をもとに、令和５

　　 年度以降は横ばいで推移すると試算しました。

　(2)　法人市民税・・・令和３年度は決算見込額、令和４年度は過去の増減率をもとに、令和５

　　 年度以降は横ばいで推移すると試算しました。

交通安全対策特別交付金

計

対前年度伸び率（％）

地方譲与税・県税交付金
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　(3)　固定資産税・・・令和３年度は決算見込額、令和４年度以降は過去の伸び率を参考にする

 　　とともに、評価替時は過去の実績から減少を見込みました。

　(4)　市たばこ税・・・令和３年度は決算見込額、令和４年度以降は横ばいで推移すると試算し

　　 ました。

　(5)　地方譲与税・県税交付金・・・令和３年度は決算見込額、令和４年度は過去の増減率をも

      とに、令和５年度以降は横ばいで推移すると試算しました。

　(6)　地方特例交付金・・・個人住民税減収補填特例交付金等を見込みました。

　(7)　普通交付税、臨時財政対策債は、平成２３年度以来続けられている地方一般財源を前年度同

 　  水準とする国の方針が令和８年度まで続けられるることを前提として試算しています。

 　  　なお、地方交付税の原資となる国税４税の増減に伴って普通交付税は増減するものと見込ん

 　  でいますが、臨時財政対策債については、過去の実績から令和４年度以降横ばいで試算してい

 　  ます。

　(8)　使用料・手数料・・・自動車駐車場使用料については自動車駐車場の維持管理費を上回る分

　　のみ一般財源となります。

　(9)　諸収入等・・・事務取扱手数料等その他収入で、過去の実績と同水準で推移するものとしま

　　した。

（２）　臨時一般財源 (単位:百万円)

Ｒ２（決算） Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

都市計画税 1,294 1,264 1,317 1,324 1,310 1,318 1,326

地方特例交付金 0 54 0 0 0 0 0

特別交付税 586 595 620 580 580 580 580

使用料 66 50 50 50 50 50 50

財産収入 24 14 14 14 14 14 14

寄附金 0 0 0 0 0 0 0

繰入金 514 1,007 752 731 820 428 645

繰越金 1,096 1,480 1,203 953 892 670 689

諸収入等 182 137 137 137 137 247 498

3,762 4,601 4,093 3,789 3,803 3,307 3,802

- 122.3 89.0 92.6 100.4 87.0 115.0

《試算の条件》

　(1)　都市計画税・・・固定資産税と同様の設定により試算しました。

　(2)　特別交付税・・・令和２年度決算に基づき、令和３年度と令和４年度は国の補正予算を

 　　考慮し、以降令和２年度水準で推移するものとしました。

　(3)　財産収入・・・未利用地売却収入等で、令和３年度以降同水準で推移するものとしました。

　(4)　繰入金・・・令和３年度以降は減債基金、職員退職給与基金、公共施設等総合管理基金か

対前年度伸び率（％）

計
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 　　ら地方財政法の規定等による繰入金を見込みました。

　(5)　諸収入等・・・事務取扱手数料等その他収入で、過去の実績と同水準で推移するものとし

　 　ました。令和７年度以降病院事業会計への貸付金の返還金を見込んでいます。

（３）　経常一般財源による経常経費 (単位:百万円)

Ｒ２（決算） Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

7,236 6,855 7,205 7,092 7,260 7,078 7,285

482 383 300 160 300 160 300

2,488 2,614 2,668 2,733 2,797 2,861 2,926

2,652 2,523 2,681 2,666 2,620 2,704 2,619

1,052 1,186 1,085 1,030 741 667 588

4 5 5 5 5 5 5

3,589 3,992 4,087 4,149 4,402 4,452 4,487

37 42 42 43 46 46 47

2,172 2,362 2,415 2,427 2,481 2,358 2,362

332 186 158 158 158 158 158

2,784 2,835 2,893 2,962 3,180 3,249 3,318

22,346 22,600 23,239 23,265 23,690 23,578 23,795

- 101.1 102.8 100.1 101.8 99.5 100.9

《試算の条件》

　(1)　人件費・・・人件費については、職員の定年退職予定者数、新規採用予定者数等をもとに試

　　 算しました。退職金については定年退職予定者数をもとに試算しました。

　(2)　扶助費・・・令和３年度は決算見込額、令和４年度以降は、社会保障関係費対前年度比

　　 １．８億円増加の内数約６５百万円の増加を見込んでいます。

　(3)　公債費・・・借入済み市債の元金・利子償還金をベースに、各年度における借入予定額の元

 　 　金・利子償還金を加算して試算しました。

 　 　　なお、令和６年度以降においては清掃センター更新に係る市債の元金償還金を見込んでい

 　 　ます。

　(4)　物件費、維持補修費、補助費等・・・令和４年度以降は、消費者物価上昇率を勘案した試算

　　 としています。

　(5)　普通建設事業費・・・各年度で臨時一般財源で実施可能な額を控除した額を見込んでいま

　　 す。

　(6)　補助費等・・・令和４年度以降は、社会保障関係費の増を見込んでいます。また、病院事

　　 業会計繰出金の減も加味しています。

　(7)　積立金・・・令和４年度以降は、職員退職給与基金積立金を計上しています。

　(8)　繰出金・・・令和６年度以降国民健康保険特別会計繰出金の増加を見込んでいます。

人件費

計

災害復旧事業費

対前年度伸び率（％）

扶助費

積立金

繰出金

維持補修費

普通建設事業費

　退職金

物件費

補助費等

公債費
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（４）　臨時一般財源による臨時経費 (単位:百万円)

Ｒ２（決算） Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

0 279 0 0 460 0 100

0 279 0 0 460 0 100

269 254 212 181 168 204 298

58 200 324 379 668 742 820

905 908 847 815 591 576 576

9 9 9 8 6 6 6

1,442 1,490 1,458 1,413 1,318 1,298 1,252

739 1,106 903 653 592 481 750

340 340 340 340 0 0 0

3,762 4,586 4,093 3,789 3,803 3,307 3,802

- 121.9 89.2 92.6 100.4 87.0 115.0

《試算の条件》

　臨時経費は臨時一般財源と同額とし、令和４年度以降全額執行することを見込んでいます。

　(1)　人件費・・・職員退職給与基金を繰入充当する勧奨、自己都合等による退職金を見込んでい

　　ます。

　(2)　公債費・・・減債基金等の特定財源を充当する元金・利子償還金を見込んでいます。

　(3)　普通建設事業費・・・臨時一般財源を充当する普通建設事業費を見込んでいます。令和４

　　年度から令和６年度においては、清掃センターの更新に係る臨時一般財源を充当する経費も見

　　込んでいます。

　(4)　物件費・・・繰越金等を充当する臨時的に発生する物件費を見込んでいます。

　(5)　補助費等・・・主に、下水道事業会計補助金を見込んでいます。

　(6)　積立金・・・決算剰余金の1/2の積立金等を計上しました。

貸付金

公債費

普通建設事業費

物件費

維持補修費

補助費等

人件費

計

積立金

　退職金

対前年度伸び率（％）
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